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日本では、年次有給休暇の取得率（消化率）については、長い間５０％に満たない年が続いていましたが、働

き方改革の影響もあって、近年は上昇傾向にあります。その後、新型コロナウイルス感染拡大によるパンデミッ

クが起こって、私たちの働き方も大きく変わって来ています。こうした中で、今回は年次有給休暇取得率の推移

と毎年行われている「年次有給休暇取得促進期間」をご紹介いたします。 

 

 年次有給休暇取得率の推移 

 厚生労働省の行った調査によると、年次有給休暇の取得率は、昭和年代の終わり頃から平成１０年までは５０％

を超えていて、５５～５６％くらいまで上がったことも何年かありました。その後は下降し、１８年間は５０％

を下回り続けましたが、平成２９年から５０％を上回り、急激にアップした結果、令和元年は５６％を超えて来

ました（詳細は次図グラフのとおり）。 

 

 さらにその後、令和２年に新型コロナウイルス感染拡大によるパンデミックが発生し、令和３年は新型コロナ

のワクチン接種が進む状況下、年次有給休暇の取得率はさらに上昇する傾向にあると思われます。 

 

 年次有給休暇取得促進期間 

 厚生労働省は、年次有給休暇（以下「年休」）の計画的付与制度（※）の導入も含め、年休を取得しやすい環境

整備を推進するため、毎年１０月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。 

  ※「年次有給休暇の計画的付与制度」･･･年次有給休暇の付与日数のうち５日を除いた残りの日数について、 

労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度（労働基準法第３９条第６項） 

 年休は、少子化社会対策大綱（令和２年５月閣議決定）などにおいて、2025 年（令和７年）までに、取得率を

７０％とすることが目標に掲げられています。一方で、2019年（令和元年）に年休の取得率は 56.3％と過去最高

となったものの、依然として政府が目標とする７０％とは大きな乖離があります。 

 このような中、年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年（平成３１年）

４月から、法定の年休付与日数が１０日以上のすべての労働者に対し、「年５日の年休の確実な取得」が使用者に

義務付けられました。 

 年休の計画的付与制度の導入は、年休の取得に役立つとともに、労働基準法を遵守する観点からも有効です。 



 

 

そのため、厚生労働省ではこれまでの状況を踏まえ、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得し

やすい環境整備が図られるよう、引き続き周知広報に努めています。 

<実施事項> 

 都道府県、全国規模の労使団体（222団体）に対する周知依頼、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報（705 

箇所）、「年次有給休暇取得促進特設サイト」、厚生労働省メールマガジン、月刊誌「厚生労働」による広報、都道 

府県労働局による周知など 

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「認定・認証の取得」などについて、ご要望をいただければ、次世

代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。お気軽にご連絡くだ

さい。                             神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 


